
定例記者会見 報道資料 

                      平成２４年７月２４日 

 

                    子ども政策課 

電話：０７４２－３４―４７９２ 

 

奈良市民間保育所設置運営事業者募集要項の公表について 

 

 奈良市では、待機児童の解消や多様化する保育ニーズ等に対応するため、７

月２４日から、設置対象地域内において新設による認可保育所の設置及び運営

を行う事業者を募集し、２か所の保育所を新設する予定です。 

 

１ 募集の趣旨 

 本市では、平成２１年から合計特殊出生率が若干の回復傾向にあり、出生

数も増加していることから、何らかの施策を講じなければ、ここ数年間は待

機児童数のピークを迎えるものと考えられます。今まさに、待機児童の解消

が喫緊の課題であることを念頭に、このピーク時の待機児童を解消するとと

もに、多様化する保育ニーズに対応するため、安心こども基金を活用して公

募により民間の認可保育所２か所を新設します。 

  

２ 日時等  

平成２４年７月２４日から募集要項公表 

  平成２４年８月６日午後５時までに参加表明書を提出 

  平成２４年８月３１日午後５時までに応募申請書及び提出書類受付 

  平成２４年９月中に第一次及び第二次審査 

  平成２４年１０月中に事業候補者（２者）の決定 

       

３ 設置対象地域 

  最優先地域：近鉄富雄駅周辺 

  優先地域：近鉄学研奈良登美ヶ丘駅周辺、近鉄新大宮駅周辺 

その他の地域：近鉄学園前駅周辺、近鉄菖蒲池駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺 

※ 駅周辺とは、奈良市内で駅からおおむね半径１㎞以内 

 

 



４ 整備する施設 

事業者自らが土地の取得等及び施設の建設整備を行い、認可保育所を運営

するものとします。 

① 児童福祉法に定める認可保育所 

② 平成２４年度中に着工すること 

  ③ 定員は９０名（０歳から５歳児まで） 

  ④ 基本開所時間 午前７時～午後６時（１１時間） 

           ※延長保育時間は２時間以上とします。 

 

５ その他 

詳細は、別添「奈良市民間保育所設置運営事業者募集要項」のとおりです。 
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平成２４年７月２４日告示 

 

奈良市民間保育所設置運営事業者募集要項 

 

 

１ 募集の趣旨 

奈良市（以下「市」といいます。）は、待機児童の解消や多様化する保育ニーズ等に対応するた

め、新築整備や既存施設の増改築などによる保育所の整備を進めております。 

安心して子どもを生み育てられる環境づくりの実現に向け、スピード感を持って待機児童の解消に取

り組むため、今回、設置対象地域内において、新設による認可保育所の設置及び運営を行う事業者（以

下「事業者」といいます。）を募集します。 

 

２ 募集の概要 

（１）設置対象地域及び設置箇所数 

募集する保育所の設置対象地域（別紙１）は、次のとおりとし、２箇所設置します。 

区 分 対象地域 

最優先地域 近鉄富雄駅周辺 

優 先 地 域 近鉄学研奈良登美ヶ丘駅周辺、近鉄新大宮駅周辺 

その他の地域 近鉄学園前駅周辺、近鉄菖蒲池駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺 

・１つの駅周辺に１箇所までとします。 

・応募については、１法人につき１箇所とします。 

・駅周辺とは、駅からおおむね半径１㎞以内とします。（奈良市内に限る。） 

・現状の待機児童数と今後の保育需要の増加を踏まえて、最優先・優先・その他の地域に区分

しています。なお、最優先・優先地域への応募は、審査の際に加点されます。 

（２）整備する施設の概要 

本事業は、事業者自らが土地の取得等及び施設の建設整備を行い、認可保育所を運営していた

だくものです。認可保育所の整備に関して、事業者は関係する法令の規定に基づく施設基準を満

たすとともに、いずれの設置対象地域においても保育所設置運営については、本募集要項に定め

る条件を満たすことが必要となります。 

①施設種別     児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に定める認可保育所 

②工事着工年度   平成 24 年度中に着工すること。 

③定員       90 名（0歳児から 5歳児まで） 

④開所時間     基本開所時間 午前 7時～午後 6時（11 時間） 

※延長保育時間は 2時間以上とします。 
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３ 応募資格 

応募資格は、次のとおりです。 

（１）応募日現在、法人事務所の所在地が近畿圏（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和

歌山県）内にある社会福祉法人。ただし、以下の者は、上記に準ずるものとして応募資格を有

します。 

① 応募日現在、法人事務所の所在地が近畿圏（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・ 

和歌山県）内にあり、認可保育所を運営している者で、平成 25 年 6月 28 日（金）までに社 

会福祉法人設立登記が完了でき、かつ、現在運営している認可保育所の全ての施設の運営主 

体を、社会福祉法人へ変更するための申請手続きを行うことができる者 

② 上記による応募の場合、平成 25 年 4月 26 日（金）までに法人設立登記申請書類一式の 

写しを、平成 25 年 6 月 28 日（金）までに法人登記事項証明書及び各施設の運営主体の変更 

手続書類をそれぞれ市へ提出してください。 

応募後、上記事項を満たさなくなった場合は、応募資格を有しないものとし、応募は無効 

とします。 

（２）その他、応募する事業者は、次の事項を満たす者とします。 

① 施設を利用する保護者はもとより、地域との信頼関係を築ける事業者であること。 

② 児童福祉事業に熱意と見識を有し、認可保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会 

信望を有していること。 

③「保育所保育指針（平成 20 年 3月 28 日厚生労働省告示第 141 号）」（以下「保育所保育指

針」といいます。）を十分に理解し、市の保育行政について積極的に協力できる事業者であ

ること。 

④ 事前協議、地元説明会に出席すること。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第 2条に規定す 

る暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。 

⑥ 宗教活動や政治活動を目的とした事業者ではないこと。 

⑦ 本募集要項にて提示する条件を厳守できること。 

⑧ その他法令等に違反する事業者でないこと。 

（３）応募に対する制限 

次に掲げる者は、前記「3応募資格」の有資格者であっても、本事業に応募することはでき 

ません。また、応募者は次に掲げる者から直接的又は間接的に支援を受けることはできません。 

① 審査委員会委員及びその家族 

② 審査委員会委員及びその家族が主宰し、あるいは役員又は顧問をしている営利団体に所属

する者 

③ 審査委員会委員が大学に所属する場合において審査委員会委員の研究室に所属する者 

（４）失格基準 

次の各号のいずれかに該当する場合、その提案に係る応募者は失格とします。 
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① 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 提出方法、提出先及び提出期限の条件に適合しない場合 

③ 提出書類を提出した者が審査委員会委員又は関係者と本計画に関する接触を求めた場合 

④ その他不正行為があった場合 

 

４ 用地等 

安定的・継続的に保育所運営をするため、次の要件を満たすものとします。 

（１）保育所を建設する用地は、事業者が所有若しくは取得見込み又は借地であること。ただし、

借地の場合は保育所の建設に支障がないこと。 

（２） 保育所の設置場所は、保護者の利便性と現存する保育所との均衡を勘案して選定を行うこと。 

（３）保育所の設置及び運営に関して、近隣住民の了承が得られる用地であること。 

（４）保育所の認可を受けた土地及び建物等は、当該保育所における保育以外の目的に使用しない

こと。 

（５） 保育所の認可を受けた土地及び建物等の維持管理に要する費用は、事業者の負担とすること。 

（６） 借地については、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。ただし、次のい

ずれかに該当する場合は、この限りではない。 

① 土地の賃貸借期間が賃貸借契約において 20 年以上とされている場合 

② 貸主が地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等

の信用力の高い主体であること 

（７）賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る 

財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていること。 

（８） 保育所の経営を行うために直接必要な全ての土地について、抵当権が設定されていないこと。 

 

５ 整備及び運営に当たっての条件 

（１）施設の整備及び運営に当たっては、以下の法令等を遵守してください。 

  ① 児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）等 

の関係法令 

② 奈良市民間保育所設置認可基準（別紙２） 

③ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成 18 年法律第 91 号）（バリアフリー新法）等の関係法令 

（２）施設の整備に当たっては、次の事項を遵守し、市や関係各署の指示に従い、近隣の住民の意

見や要望に対して誠実に対応してください。 

① 平成 24 年度中に工事を着工し、円滑な施設整備を行うこと。 

② 建物の外観は、周辺の住宅地の景観と調和するものとすること。 

③ 児童の送迎のため、自動車及び自転車を駐停車する場所が確保されていること。 

④ 保育所の敷地内に、給食の材料搬入や緊急時等に利用する車両置場を確保すること。 
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なお、③の駐車スペースとの兼用は可とする。 

⑤ 屋外遊戯場（園庭）は、保育所敷地内に確保し、地表であることが望ましい。 

⑥ 施設の設計や工事の実施に当たっては、次の事項等について近隣の住民と十分に話し合い、

市の指示に従うこと。 

 建物の位置と高さ（日照）・出入口の位置と構造・換気扇の位置と向き・窓等の位置と大 

きさ・植栽樹木等の管理・防音対策・工事騒音や振動・工事車両の搬出入経路・保護者や 

園児の安全な動線の確保と交通安全対策・近隣の住民より要望のある事項・その他協議が 

必要となる事項 

（３）運営に当たっては、次の事項を遵守するとともに、市の子育て支援施策に理解と積極的な協

力をお願いします。 

① 基本事項 

・定員は 90 名とし、0歳児から 5歳児までの児童を受け入れること。 

・基本開所時間は、午前 7時から午後 6時までの 11 時間とする。 

・駐車場については、送迎の集中する時間帯に職員を配置して指導に当たらせる等、違法駐

車による問題や交通事故等を未然に防ぐよう十分な対策を講じること。 

・入所児童については、施設内での事故等に関する保険（災害共済給付制度、傷害保険等） 

に加入すること。 

② 保育内容等 

・特別保育事業のうち、2時間以上の延長保育事業及び障がい児保育事業を必ず実施するこ

と。また、子育て支援の観点から、一時預かり事業や休日保育事業等についても追加で提

案することは可能です。ただし、ご提案いただく事業の実施をお約束するものではありま

せん。 

・給食については、自園調理とし、栄養士が作成する献立に基づき実施すること。なお、外

部搬入は不可とします。 

・保育内容については、「保育所保育指針」に基づいた保育計画と指導計画を作成し、その計

画に沿って実施すること。 

・特別な配慮や支援を必要とする児童の受入れに努めること。 

・保護者との交流を図り、保護者の意見を保育所運営に反映させること。 

・市立保育所等と連携・交流を行い、相互の保育の向上を図ること。 

・定期的に福祉サービス第三者評価の受審に努めること。 

③ 職員配置 

・保育に当たる職員は、保育士資格を有する者であること。 

・施設長及び主任保育士は、実務経験がある正規職員とし、かつ保育所の専任であること。 

・児童福祉施設最低基準を遵守すること。  
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６ 施設整備・運営に当たっての助成制度 

事業者が施設を整備・運営するに当たっては、次の助成制度を利用することができます。 

（１）施設整備費補助･･･子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金） 

（２）運営費補助･･･奈良市民間保育所運営費補助金交付要綱（昭和 61 年奈良市告示第 52 号）に基 

づき補助する 

※保育所用地に関する補助制度はありません。 

 

７ 参加表明 

応募しようとする者は、参加表明書（別紙３）を作成のうえ、期日までに提出してください。 

 

８ 応募方法 

応募に当たっては、次のとおり書類を提出してください。 

（１）参加表明書（別紙３）の提出 

提出場所  奈良市子ども未来部 子ども政策課 

提出期限  平成 24 年 8 月 6 日（月） 午後 5時必着 

提出方法  持参又は郵送 （郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。提出期限日必

着） 

（２）応募申請書及び提出書類（「提出書類一覧」のとおり） 

提出場所  奈良市子ども未来部 子ども政策課 

提出期限  平成 24 年 8 月 31 日（金） 午後 5時必着 

提出方法  持参に限ります。郵送等による提出は受け付けません。 

※土・日・祝日を除く平日午前 9時から午後 5時まで受け付けます。 

 

９ 事業者選定 

事業者の選定は、市が設置する「奈良市民間保育所設置等選考審査委員会」の審査に基づき行い

ます。 

第一次審査及び第二次審査の結果、各設置対象地域の第 1位の候補者に選定された事業者が、前

記「3応募資格」の要件を満たさなくなったとき、又は不正と認められる行為をしたことが判明し

た場合等は、第 2位の候補者に選定された事業者を選定します。 

選定の結果、該当なしとする場合もあります。 

選定方法及び日程は次のとおりです。なお、状況により審査を追加する場合があります。 

（１）選定方法  

① 第一次審査  書類審査 

  ※「第一次審査の内容及び配点」（別紙４）により審査を行います。 

② 第二次審査（第一次審査通過事業者のみ対象）プレゼンテーション及びヒアリング審査 

※「第二次審査の内容及び配点」（別紙４）により審査を行います。 
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・必要に応じて法人が運営している施設の現地調査も行います。 

・第二次審査には、必ず法人代表者（担当理事又は本事業の責任者でも可）と施設長候補者

の出席をお願いします。 

・審査については非公開とします。第一次審査と第二次審査の結果を総合的に判断し、事業

者を選定します。なお、第二次審査については「奈良市民間保育所設置運営事業者プレゼ

ンテーションについて」（別紙５）をご参照ください。 

 

（２）選定日程 

日   程 事   項 

平成 24 年 7 月 24 日（火） 募集要項公表（募集要項等は奈良市ホームページからも

ダウンロードできます。） 

平成 24 年 7 月 24 日（火） 

～8月 6 日（月）【午後 5時必着】

参加表明書（別紙３）受付期間 

平成 24 年 7 月 24 日（火） 

～8月 3 日（金）【正午必着】 

民間保育所設立公募に係る質問書（別紙６） 

受付期間  （8 月 8日までに回答します。） 

平成 24 年 7 月 24 日（火） 

～8月 6 日（月）【午後 5時必着】

民間保育所設立公募に係る説明会参加申込書（別紙７）

受付期間 

平成 24 年 8 月 8日（水） 事業者募集説明会 

平成 24 年 8 月 9日（木） 

～8月 31 日（金）【午後 5時必着】

奈良市民間保育所設置運営事業者公募申込書    

（資料番号 1～19）受付期間 

平成 24 年 9 月上旬 第一次審査 書類審査（第一次審査結果通知発送） 

平成 24 年 9 月下旬 第二次審査 プレゼンテーション及びヒアリング審査 

平成 24 年 10 月中旬 

 

結果通知発送（全ての事業者にその旨を通知します。）

※選定に関する異議等は受け付けいたしません。 

平成 25 年 4 月 26 日（金）該当者のみ 法人設立登記申請書類一式（写し）提出期限 

平成 25 年 6 月 28 日（金）該当者のみ 法人登記事項証明書及び各施設の運営主体の変更手続

書類 提出期限 

 

10 その他 

（１）質問方法 

応募に関する質問は、平成 24 年 8月 3日（金）正午までに、「民間保育所設立公募に係る質問

書」（別紙６）により子ども政策課宛てにＦＡＸ又はメールにて送付してください。 

確認のため、送付した旨の電話連絡もお願いします。 

受け付けた質問については、平成 24 年 8月 8日（水）までに奈良市ホームページに掲載し、 
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回答します。質問に対する回答及び関連して掲載する内容は、本要項と同等の効力をもつものと

します。また、電話や来訪等口頭による質問は受け付けません。 

（２）応募上の注意事項 

① 提出期間終了後の提出書類等の変更及び追加は、原則として認めません。ただし、市から

指示した場合は除きます。 

② 本募集要項及び別添資料は、応募の検討以外の目的で使用することを禁じます。 

③ 市が必要と認める場合、本公募に応募した事業者の名称及び提出書類等の内容（個人情報

を除く。）を公表することがあります。 

④ 応募提出された書類の著作権は、それぞれの事業者に帰属します。ただし、市は、事業者

の決定等に必要な場合には、提出書類等の内容を無償で使用できるものとします。また、提

出書類等については、返却しません。 

⑤ 応募に関する費用は、全て応募事業者の負担とします。 

⑥ 応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面（辞退届等）により提出してください。 

（３）計画の変更について 

   事業予定者として決定された後の応募計画の変更は、原則として認めませんが、サービスの向

上につながるものや施設の実施設計に伴う軽微な変更等やむを得ないもので、審査の評価に影響

を与えないもののみ、本市と協議のうえ、認める場合があります。 

 

【問い合わせ先】 

〒630-8580  

奈良市二条大路南一丁目１番１号 

奈良市子ども未来部 子ども政策課  

            （奈良市役所中央棟１階） 

Tel 0742-34-4792   Fax 0742-36-4798 

kodomoseisaku@city.nara.lg.jp 
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【別紙２】 

奈良市民間保育所設置認可基準 
 

制  定  平成２４年 ２月２１日 （子ども未来部長専決） 

 

（目的） 

第１条 この基準は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

５条第４項の規定に基づく保育所（以下「保育所」という。）の設置認可（以下「設置認

可」という。）及び認可内容の変更等について、児童福祉施設の整備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「最低基準」という。）その他法令に定めるもの

のほか、遵守すべき基準及び手続その他必要な事項を定めることにより、設置認可及び

認可内容の変更等の適正化並びに円滑化を図ることを目的とする。 

 

（認可要件） 

第２条 保育所の設置認可については、次に掲げる要件を満たすものとする。 

１ 立地条件 

保育所の立地については、次の条件に適合することとする。 

(1) 保育所を設置することについて、周辺住民への説明及び調整が、十分になされて

いること。 

(2) 児童の送迎のため、自動車及び自転車を駐停車する場所が確保されていること。 

２ 設置経営主体 

保育所を設置し、経営する者（以下、「設置経営主体」という。）は、社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）の規定に基づき設立された社会福祉法人とする。ただし、こ

の基準の施行日前において既に認可保育所を経営している社会福祉法人以外の設置経

営主体が、保育所を新たに設置しようとする場合は、その設置しようとする保育所が

認可を受ける日までに社会福祉法人を設立し、現在運営している全ての保育所の設置

経営主体を社会福祉法人へ変更しなければならない。 

３ 名称 

保育所の名称は、次の条件に適合することとする。 

(1) 公序良俗に反しないものであること。 

(2) 市内の認可保育所、認可外保育施設又は幼稚園に同一又は紛らわしいものがない

こと。 

４ 定員 

(1) 定員 
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保育所の定員は６０人以上とすることとする。ただし、「夜間保育所の設置認可等

について」（平成１２年３月３０日厚生省児童家庭局長通知）の規定に基づく夜間保

育所（以下「夜間保育所」という。）については２０人以上とする。 

(2) 年齢別受入児童数 

ア 保育所に受け入れる対象は、就学前の児童とし、年齢別の受入児童数は、各年

齢同等数か、年齢が長じるごとに増すこととする。 

イ 年齢別受入児童数については、地域の保育需要を考慮の上、建物、設備及び職

員配置に関するこの基準を遵守し、定めることとする。 

ウ 年齢別受入児童数は、各年度の保育需要に合わせて、この基準を下回らない範

囲内で弾力的に運用することとする。ただし、翌年度当初の児童数に留意するこ

ととする。 

(3) 定員の弾力化 

保育所の児童の受け入れは、定員の範囲内を基本とする。ただし、この基準に定

める面積及び職員配置基準を下回らない範囲内において、当分の間、定員を超えて

受け入れることができることとする。なお、連続する過去の２年度において常に定

員を超えており、かつ、当該各年度の平均入所率（当該年度内における各月の初日

の入所人員の合計数を各月の初日の認可定員の合計数で除した割合をいう。）が１２

０％以上である場合には、定員の見直しを検討することとする。 

５ 構造及び設備 

保育所の構造及び設備は、最低基準、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消

防法（昭和２３年法律第１８６号）、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成１８年法律第９１号）、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」（平

成１４年１２月２５日雇児発第１２２５００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

通知）及びその他法令に定めるもののほか、採光及び換気等の保健衛生並びに危害防

止に十分考慮したものとし、次に掲げる基準によることとする。 

(1)  乳児室又はほふく室の面積は、０歳児１人当たり３．３㎡（有効内法面積）以上、

１歳児１人当たり３．３㎡（有効内法面積）以上を確保すること。 

(2) 乳児用設備として、調理室以外の場所に調乳室及び沐浴室を設けること。 

(3) 静養できる機能を有し、医薬品等を常備する医務室を設けること。ただし、カー

テン等で区画できる場合は、事務室等と兼用できることとする。 

(4) 調理室は、最低基準第３２条の２の規定により食事の提供を行う場合においても、

加熱、保存、配膳等を行うために必要となる設備を備えること。なお、調理室の衛

生管理は、「社会福祉施設における衛生管理について」（平成９年３月３１日社援施

第６５号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課・社会・援護局施設人材課・老人保
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健福祉局老人福祉計画課・児童家庭局企画課長連名通知）の別添「大量調理施設衛

生管理マニュアル」等に基づくこと。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、２歳以上の児童１人当たり１．９８㎡（有効内法面

積）以上を確保すること。 

(6) 屋外遊戯場は、２歳以上の児童１人当たり３．３㎡（児童が実際に遊戯でき、屋

根等がかかっていないこと）以上の面積を保育所と同一敷地内に設けること。 

６ 職員 

保育所には施設長、保育士、調理員及び嘱託医を置くこととし、配置等は、次の基

準によること。 

(1)  施設長（児童福祉法施行規則第３７条第１項第３号の２に規定する福祉の実務に

当たる幹部職員） 

保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、健全な心身を有し、児童福祉事業に

熱意のある者であって、常時その施設の運営管理業務に専従することができる者で、

次のいずれかの要件を満たしていること。 

ア 児童福祉事業に２年以上従事した者であること。 

イ 社会福祉法人日本保育協会が主催する保育所長新任保育所長研修会及び保育所

初任保育所長研修会を受講し、修了した者であること。 

ウ 夜間保育所の施設長にあっては、保育士の資格を有する者であること。 

(2) 保育士 

ア ０歳児３人につき１人以上、１歳児及び２歳児６人につき１人以上、３歳児２

０人につき１人以上、並びに４歳児以上の児童３０人につき１人以上を配置する

こと。なお、保育士の数は、各年齢の児童数を年齢別保育士配置基準数で除し、

小数点以下１位未満の端数があるときはこれを切り捨て、各々を合計し、小数点

以下の端数を四捨五入したものとする。 

イ 定員９０人以下の施設にあっては、アに掲げるもののほか、１人以上の保育士

を配置すること。 

ウ 保育士の数は、保育所１につき２人を下ることはできない。 

エ 保育士は、常勤の職員を確保することを原則とする。 

オ ０歳児が６人以上入所している保育所にあっては、保健師又は看護師１人を配

置するよう努めること。この場合において、常勤の保健師又は看護師１人に限り

最低基準上の保育士とみなすことができることとする。 

(3) 調理員 

ア 定員４０人以下の保育所においては１人、定員４１人以上１５０人以下の保育

所においては２人、定員１５１人以上の保育所においては３人以上配置するよう
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努めること。 

イ 「保育所における調理業務の委託について」（平成１０年２月１８日児発第８６

号厚生省児童家庭局長通知）に定められた要件を満たし、給食業務の全てを委託

する施設については、アの規定にかかわらず、調理員を置かないことができるこ

ととする。 

(4) 嘱託医 

嘱託医及び嘱託歯科医を１人以上確保すること。 

７ 開所時間について 

保育所の開所時間は、１日につき連続した１１時間以上とすること。ただし、この

基準の施行日前において既に認可を受けた保育所においてはこの限りではない。 

８ 休所日 

保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、休日保育を実施する保育所

はこの限りでない。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

 

（土地・建物） 

第３条 土地・建物については、次に掲げる要件を満たすこと。 

 １ 土地 

(1) 設置予定地が市街化調整区域である場合、都市計画法上の開発許可の見込みがあ

ること。 

(2) 設置予定地が農地である場合、農地転用許可の見込みがあること。 

(3) 設置予定地には、原則として抵当権等の制限物権がついていないこと。 

２ 建物 

  (1) 保育所を設置しようとする設置経営主体が自ら新設し、所有権を有するものであ

ること。 

  (2) 既存建物の利用でないこと。 

 

（土地の貸与） 

第４条 土地の貸与を受けて設置する保育所の設置認可については、下記の要件を満たす

ものとする。 

 １ 既設法人が保育所を設置する場合 

既に第１種社会福祉事業（社会福祉法第２条第２項第２号から第５号までに掲げる
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ものに限る。）又は第２種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害

者社会復帰施設を経営する事業を行っている社会福祉法人（以下「既設法人」という。）

が国又は地方公共団体以外の者から土地の貸与を受けて保育所を設置する場合は、次

の条件を付すものとする。 

(1) 貸与を受けている土地については、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登

記すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 土地の賃貸借期間が賃貸借契約において２０年以上とされている場合 

イ 貸主が地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交

通事業者等の信用力の高い主体である場合 

(2) 賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を

支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に

適正に計上されていること。 

(3) 保育所の経営を行うために直接必要なすべての土地について、抵当権が設定され

ていないこと。 

２ 既設法人以外の社会福祉法人が国又は地方公共団体以外の者から土地の貸与を受け

て保育所を設置する場合においても、前項の規定に掲げる条件を付すものとする。 

 

（設置認可の承認） 

第５条 保育所の設置認可については、当該地域周辺の保育所入所待機児童数、人口及び

就学前児童数の状況並びに周辺の開発状況、交通利便性等の地域の現状及び将来の動向

を踏まえ、その必要性を精査して、「奈良市民間保育所設置等選考審査委員会設置要領」

に規定される「奈良市民間保育所設置等選考審査委員会」の承認を得ることとする。 

 

（設置認可及び認可内容変更手続） 

第６条 保育所の設置認可及び認可内容の変更にかかる手続については、次のとおりとす

る。 

１ 設置認可の申請 

第５条の規定による承認を受けた法人は、児童福祉施設設置認可申請書に必要な書

類を添付し、認可を受けようとする日の３０日前までに市長に提出すること。市長は、

申請された保育所の設置認可に関して、その内容を審査し、保育所の設置経営を認可

した場合は、児童福祉施設設置認可書を、申請者に交付することとする。ただし、設

置経営を認可しない場合には、申請者にその旨を通知することとする。 

２ 内容変更の手続 

保育所の建物その他設備の規模構造、使用区分、屋外遊戯場、建物敷地の使用に係
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る権利関係、定員等の運営方法又は代表者若しくは施設長を変更しようとする設置経 

営主体は、児童福祉施設内容変更届出書に必要な書類を添付し、変更しようとする日

の３０日前までに市長に提出すること。市長は、変更届出書の提出を受けたときは、

申請者に受理した旨を通知することとする。 

３ 廃止又は休止の協議 

保育所の廃止又は休止が、保育所の公共性から多大な影響を及ぼすことにかんがみ、

設置経営主体は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当の期間の余裕をもって、

市長に協議すること。ただし、建物等に対して国又は市の補助がなされた保育所を廃

止しようとするときは、あらかじめ文書をもって市長に協議すること。 

４ 廃止又は休止の手続 

保育所を廃止又は休止をしようとする設置経営主体は、児童福祉施設廃止（休止）

承認申請書を市長に提出すること。市長は、申請された保育所の廃止又は休止に関し

て、その内容を審査し、廃止又は休止を承認した場合は、児童福祉施設廃止（休止）

承認書を申請者に交付することとする。ただし、廃止又は休止を承認しない場合には、

申請者にその旨を通知することとする。 

 

附 則 

この基準は、平成２４年 ２月２１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２４年 ６月２９日から施行する。 
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参 加 表 明 書 

 

奈良市民間保育所設置・運営事業者募集について参加を表明しま

す。 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先） 

  奈良市長 

 

 

提出者 （事業者） 

〒・住所 

事業者名 

代表者                 ㊞ 

 

（設計者） 

〒・住所 

商号又は名称 

代表者                 ㊞ 

                 

建築士事務所登録番号 

 

 

      応募予定地域（             ）駅周辺 

      設置予定地 奈良市（              ） 

 

 

連絡先担当者（事業者） 

所 属 

        氏 名 

        電 話 

        ＦＡＸ 

        Ｅ-mail 

備考 代表者印は法人にあっては印鑑登録印を、法人以外にあっては代表者個人

の印鑑登録印を押印して下さい。 

 



設計事務所の主要業務実績（平成 1９年４月以降に竣工、設計完了したもの） 

設計業務名 発注者 

受注形態 

（単独又

はＪＶ） 

施設の概要 
構造 
階数 
延床面積 

完了 

年月 

認
可
保
育
所
・
認
可
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園 

     

     

     

そ
の
他
の
児
童
福
祉
施
設 

     

     

     

備考 

1 実績は平成 19 年４月以降に竣工し、設計業務が完了した当該事務所の実績を記入する。 

2 「認可保育所・認可幼稚園・認定こども園の設計業務実績」「その他の児童福祉施設の設計業務実績」

は、それぞれ３件以内とする。 

3 受注形態は、単独又はＪＶの別を記入する。 

4 施設の概要は構造種別、地上、地下階数、延床面積、完了年月を記入する。 
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配点

計画全般 10

事業方針

現状把握・分析

(2)施設整備 10

10

10

10

5

5

5

5

(4)職員の研修 5

5

5

家庭との連携
(6)家庭及び保護者との信頼関係の構
築

5

交流・連携
(7)関係機関との連携及び地域との交
流・連携(児童虐待対応等について）

5

危機管理体制 (8)事故防止・安全対策 5

(9)保育所建設位置の選定理由や定員
の弾力化

10

(10)管理運営 10

＜合計＞ 130

　選考委員５名による個別採点方法です。

配点10点　　配点5点

　10点　　　5点

　 8点　　　4点

普通 　 6点　　　3点

やや不十分 　 4点　　　2点

不十分 　 0点　　　0点

【採点及び選考方法】

大変優れている

・５人の選考委員の合計点の高い順に、最優先地域から３事業者、優先地域から２事業者、その他地域から１事業者を選定し、第
二次審査を行います。

②職員の採用計画、職員年齢バランスについて

家庭及び保護者と信頼関係を築くための取り組みや
情報提供の方法等について

関係機関との連携及び地域との交流・連携について
の取り組み

⑦特色・独自性のある取組みについて

職員研修に対する考え方や取り組みについて

①職員配置計画について

園内外での事故防止対策，災害時等に備えての体制
づくりや避難訓練，不審者対策等の安全対策につい
ての考え方や取り組み

・保育所の立地条件や交通事情等の利便性
・他保育所との平衡性
・将来の定員増など弾力的な児童受入の可能性

安定した管理運営を継続できる経営基盤，経営能力,
運営実績

①保育目標,ねらい,保育内容

②特別保育対策事業(延長保育、障がい児保育)につ
いて

③食育の取組について

④延長保育、障がい児保育以外で実施しようとする
特別保育対策事業について

⑤子育て相談体制について

⑥未就園児とその保護者への対応について

やや優れている

・５人の選考委員の合計点が３９０点未満（合計６５０点満点の６０％未満）の場合は選考対象外とします。

実
現
性

事業計画

(3)保育内容

(5)職員配置

信
頼
性

経
済
性

事
業
効
果

法
令
遵
守

事業効果

①保育室等各部屋の状況
②園庭の広さ、位置・遊具等の状況
③駐車場の台数

「第一次審査の内容及び配点」

審査項目 審査基準

企
画
コ
ン
セ
プ
ト

(1) 応募動機及び保育所運営

10

①応募された動機

②保育所における保育理念や保育所運営について事
業者の考え方

・１人の選考委員の合計点に７８点未満（合計１３０点満点の６０％未満）が１人以上あった場合は選考対象外とします。



点数

10

10

10

10

10

10

＜合計＞ 60

【採点及び選考方法】

【第二次審査及び最終候補者の選定】

・第一次審査と第二次審査の５人の選考委員の合計点算出

・全委員の合計点または１人以上の委員の点数が、満点の６０％を下回った場合は、選考対象外とする。

安心した質の高い保育サービスを行うことができると認められる２ 総合評価

熱意や意欲が感じられ、質問に対する回答が的確である

児童が安心・安全に過ごせる保育園を設置・運営することができると認められ
る

「第二次審査の内容及び配点」

保育所の運営管理の効率化を図るとともに、安定して行うことができると認め
られる

審査基準

管理運営・事業計画に対して明確かつ適切なビジョンを持っていると認められ
る

事業計画に実行性があると認められる

　事業者は次点とし、１位の事業者と違う駅周辺の事業者の中で順位の高い事業者を２位とする。

・選考委員５名による個別採点方式です。

・「標準の項目を満たしている」を6点として、「良い取り組みがある」が8点、「特に良い取り組みがある」が10点、

　「条件を満たしていない」が4点、「問題あり」が1点。

・さらに＜最優先地域＞３０点、＜優先地域＞１０点を加点し、順位付けを行う。

・総合得点により第１位から第６位で順位付けを行うが、１位と２位の事業者が同じ駅周辺になった場合、２位の

審査項目

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
け
る
評
価

１ 保育園運営・
事業計画
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奈良市民間保育所設置運営事業者 

プレゼンテーションについて（案） 

 

１．プレゼンテーションの概要 

①実施日時・会場 

平成 24年 9月下旬 場所未定 

詳細については後日、第一次審査通過事業者に通知します。 

 

②実施時間  

１事業者につき25分程度(プレゼンテーション15分、質疑応答10分 

程度)を予定しています。 

 なお、質疑応答については、時間の都合上、簡潔・明瞭にお答えいただく

ようお願いいたします。 

 

③その他 

ア 提案内容には奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第45号） 

第２９条第２項に定める不開示情報に該当するものが含まれており、プ 

レゼンテーションは非公開で行います。 

ただし、事業者選定後に議事録要旨、事業候補者名及び提案書の概要

を公開します。 

 

イ プレゼンテーションは、提出された提案書に基づくものとします。また、

パワーポイントの使用も認めます。 

ただし、スクリーンのみ市で用意しますが、その他の必要物品（パソコ 

ン、プロジェクター等）については事業者でご用意ください。 

なお、これらのものを使用される場合は、事前に申し出てください。 

 

ウ プレゼンテーションへの出席は、プレゼンテーションを行う者 1 名、

その他3名以内の計4名以内とします。 

なお、必ず法人代表者（担当理事又は本事業の責任者でも可）と施設長 

候補者の出席をお願いします。 
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２・プレゼンテーション手順 

①セッティング 

・プレゼンテーション開始１５分前にセッティングを行い、事務局立会いの 

 もと起動確認をお願いします。 

・追加資料の配布は認めません。 

 

②プレゼンテーション開始 

・準備ができ次第、発表者は所定の位置に立っていただきます。 

・司会が番号、事業者名を紹介 → プレゼンテーション開始 

 

③発表 

・発表者からの提案内容についての説明は 15分以内です。 

・説明開始後、10分で予鈴のベル(１回)が鳴ります。 

・説明開始後、15 分で終了のベル(2 回)が鳴り、その時点で説明終了となり

ます。 

 

④質疑応答 

・説明終了後、審査委員から提案者へ質問(10分程度)をします。 

・質問には、簡潔にわかりやすく答えてください。 

・質疑応答終了後、機材等の片付けを迅速に行ってください。 

・次の説明の開始時刻及び会場が決まっていますので、他の事業者に迷惑が 

かからないように注意してください。 

 

⑤プレゼンテーション終了後 

・他の事業者のプレゼンテーションが始まりますので、退出する場合は、事業

者の質疑応答終了後の入れ替わり時に静かに退出してください。 
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民間保育所設立公募に係る質問書 

 

 

奈良市子ども未来部子ども政策課 あて 

 

平成  年  月  日 
 

 

事 業 者 名 

 

 

質 問 者 役職・氏名  所 属 

 

連 絡 先 

※電話，ＦＡＸ，Ｅメールアドレス等を記載 

 

質問事項 

 

 



【別紙７】 

 

平成  年  月  日 

 

奈良市子ども未来部子ども政策課 あて 

 

民間保育所設立公募に係る説明会参加申込書 

 

平成24年8月8日に行われる民間保育所設立公募に係る説明会への参加を申し込みます。 

 

申
込
事
業
者 

事業者名 

 

 

 

代表者氏名 
 

 

所在地又は住所 

 

 

 

参
加
者 

氏名
フリガナ

①  

氏名
フリガナ

②  

氏名
フリガナ

③  

担
当
者 

氏名
フリガナ

  

部署 
 

 

電話番号  

ファクシミリ番号  

E-mail  

 

 

 
 



法 人 名

資料番号 様式 提出

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6
6-1,6-2,6-3,
6-4,6-5

7 7

8
A3サイズ
各１枚

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

（※）の付いている資料はある場合のみ提出して下さい。

　５．記入欄が不足の場合は別紙に記入して添付してください。

事業者の予算書類（平成24年度分）

事業者概要

施設建設予定地の位置図、現況写真

提出書類一覧

提出書類

奈良市民間保育所設置運営事業者公募申込書

認可保育所運営実績（※）

施設設置計画書

資金計画書

提案内容に係る記述

施設周辺等の状況

配置図、各階平面図、外観図
（園庭・駐車場・遊具等の位置、建物内各部屋の使途が分かる
ように記載すること）

　３．当該提出書類一覧は、提出欄に○を付し、綴じ込んだ資料の先頭に添付してください。

　４．必要に応じて追加資料を請求する場合があります。

事業者の事業全体の概要書（しおり、パンフレット可）

＜注意事項＞

　１．公募申込書の印は法人の印鑑登録印を押印して下さい。

　２．正本１部、副本１０部提出（資料はサイズ指定のあるものを除きA4サイズで綴込、資料番号を
　　　インデックスで標示）

A4サイズ
様式任意

建設する用地が事業者の所有地若しくは取得見込み、または借
地であることを証する書類（登記簿謄本等）

法人登記簿謄本又は法人の履歴事項全部証明書

法人の定款

事業者の役員名簿

事業者の代表者及び、施設長予定者の履歴書

事業者の決算書類（収支計算書・貸借対照表・財産目録等：平
成21年～23年度分）
※既設の社会福祉法人以外は、普通・当座預金を確認できる書
類も添付

直近３年間の既存保育所の指導監査結果の写し（※）

運営する保育所資料（既存園の保育過程、保育計画等）（※）



様式１  

 

 

平成  年   月  日  

 

（あて先）  

奈 良 市 長   

 

（申込者）  

所  在  地  

 

法  人  名           

 

代表者職氏名          

                

                 ㊞  

 

 

 
奈良市民間保育所設置運営事業者公募申込書  

 

 

私は、奈良市民間保育所設置運営事業者募集要項の応募資格を満たしており、事

業者として決定された場合は、奈良市の指導のもと保育所を設置運営したく提出書

類を添えて申し込みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２  

 

 

事 業 者 概 要  

法人名   

代表者名   

法人事務所  

所在地  
 

設立年月日  年  月   日  

経歴・沿革   

職員数  

役員  名  

正職員  名  

ﾊﾟｰﾄ・ ｱﾙﾊﾞｲﾄ等  名  

業務内容  

（具体的に記入）  

 



様式３  

認可保育所運営実績  
（ほか   件）  

施  設   名     

直営又は  

受託の別  

（受託元）  

 

（       ）

 

（       ）  

 

（       ）

運 営 開 始 年 月 日 又

は受託年月日  
   

入所定員  

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

入所者数（直近

月）  

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

0 歳児  

1～ 2 歳児  

3 歳児以上  

合 計  

人

人

人

人

開所時間（延長保

育時間を除く）  

午前  時   分～

午後  時   分  

午前  時   分～  

午後  時   分  

午前  時   分～

午後  時   分  

延長保育時間  
午前  時   分～

午後  時   分  

午前  時   分～  

午後  時   分  

午前  時   分～

午後  時   分  

保育所の休日     

おやつの有無（ 1 日

あたりの回数）  

有 ・ 無  

（      回）

有 ・  無  

（      回）

有 ・  無  

（      回）

職員数の内訳  

所長：  

保育士：  

調理員：  

その他：  

人

人

人

人

所長：  

保育士：  

調理員：  

その他：  

人

人

人

人

所長：  

保育士：  

調理員：  

その他：  

人

人

人

人

1 年間の運営費  

（うち人件費） 

       円  

（      円）

       円  

（      円）  

       円  

（      円）



様式４  
 

施  設  設  置  計  画  書  
１  概要  

項目  内        容  

１ 

定員        人  

（内訳） 
０歳児    人  ，   １歳児   人 ，  ２歳児    人  

３歳児    人  ，   ４歳児   人 ，  ５歳児    人  

２ 

建物の構造及び規模  

①  構造  造   

②  耐火，準耐火等   

③  階数  階建  

④  延床面積                       ㎡   

３ 

園庭の造作及び規模  

①  園庭面積                        ㎡  

②  主な造作物   

４ 保護者の駐車場    保育所敷地内  台分 ・  保育所敷地外  台分  

 
２ 建設予定地の状況  

応 募 地 域                            駅周辺  

 

建設予定地地番  地  目  面  積  所有形態（所有者）  土地規制の状況  
（例：農振地域）

      ㎡    

     ㎡    

     ㎡    

     ㎡    

     ㎡    

     ㎡    

     ㎡    

敷地面積計         ㎡    

 



様式５  

資  金  計  画  書  

 
１．用地取得費の内訳  

支  出  収  入  

用  地  取  得  費  

(寄付の場合は 0 円記入 )  
千円

借入金  千円

寄付金  千円

用地賃借の保証金等  千円 自己資金  千円

合  計  千円 合  計  千円

 

２．整備事業費の内訳  

支  出  収  入  

用地造成費  千円
補助金  

※別紙１参照  
千円

本体工事費  千円 借入金  千円

設計費  千円 寄付金  千円

開設準備費（備品） 千円 自己資金  千円

その他  千円  

合  計  千円 合  計  千円

 

 

 

 

 



【参考】  

 

補助予定額について  

 

定員９０名の基準額から算出  

本体工事基準額  １５６，２００，０００円  

設計料加算  本体工事費の５% 

保育所開設準備費加算  ２，０４２，５５０円  

補助基準額  上記の合計額  

補助予定額  
補助基準額と本体工事費を比較して  

少ない方の額の３／４の額（千円未満切り捨て）

 

注：補助予定額は現行の安心こども基金の補助基準に基づく補助予定概算額の目安

であり確定するものではありません。  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式６－１  

 

提案内容に係る記述  

 

項  目  提案内容  

 
(1)  
応 募 動 機
及 び 保 育
所 運 営 の
考 え に つ
いて  

 
①  
応 募 さ れ た
動 機 に つ い
て  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②  
保 育 所 の 使
命・役割や保
育 所 運 営 に
ついて  

 
 
 
 
 
 



 

様式６－２  

 

提案内容に係る記述  

 

項  目  提案内容  

 
 (2)  
保 育 内 容
について  

 
①  
保育目標，ね
らい，保育内
容  保 育 所 全

体 の 方 針 ,
目標  

 

年
齢
児
ご
と
目
標
・
ね
ら
い
等 

年齢  目標・ねらい  保育内容  

０歳
児   

 
 

１歳
児   

 
 

２歳
児   

 
 

３歳
児   

 
 

４歳
児   

 
 

５歳
児   

 
 

 
②  
特 別 保 育 対
策事業 (延長
保育、障がい
児保育 )の方
針・計画  

 

③  
給 食 の 実 施
方法  

  直営 ・  委託 （実施方法を○で囲む）  

④  
食 育 の 取 組
について  

 



様式６－３  

 

提案内容に係る記述  

項  目  提案内容  

 
 (3)  
職員の研修について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4)  
職 員 配 置 に
ついて  
 
（最低基準）  

０歳児：１対３  

１歳児：１対６  

２歳児：１対６  

３歳児：１対 20  

４歳児：１対 30  

５歳児：１対 30  

 

 
①  
年齢児ご と
の定員， 最
低基準上 の
保育士数 を
満たした う
えで配置 す
る保育士 数
やその他 専
門職員の 確
保，配置 な
ど運営体制  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②  
職員の採 用
計画、職 員
の年齢バ ラ
ンス  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



様式６－４  

 

提案内容に係る記述   

項  目  提案内容  

 
 (5)  
家庭及び保護者との信頼
関係の構築について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (6)  
関係機関との連携及び地
域との交流・連携につい
て  (児 童 虐 待 対 応 等 に
ついて）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (7)  
事故防止・安全対策につ
いて  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8)  
保育所建設位置の選定理
由や定員の弾力的な受け
入れについて  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式６－５  

 

提案内容に係る記述   

項  目  提案内容  

 
 (9)  
延長保育、障がい保育以
外で実施しようとする保
育サービスの計画と内容
（休日・一時預かり・病
後児保育等）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (10)  
子育て相談体制について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (11)  
未就園児とその保護者へ
の対応について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (12)  
その他特色・独自性のあ
る取組みについて  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式７  

施設周辺等の状況 

 

周 辺 道 路 の 状 況  
（自家用車での送迎の便）  

 

周 辺 の 交 通 状 況  
（自家用車での送迎の便、  

公共交通機関での送迎の便） 

 

日 照 状 況  
（施設の日照状況及び周辺

施設に対する日照への影響

等）  

 

騒 音 状 況  
（ 周 辺 の 騒 音 の 状 況 等 ）  

 

 


	民間保育所公募　報道資料
	奈良市民間保育所設置運営
	別紙１　募集対象地域位置
	別紙２　奈良市民間保育所
	別紙３　参加表明書
	別紙４　審査項目、審査観
	別紙５　プレゼンテーショ
	別紙６　質問書
	別紙７　参加申込書
	提出書類一覧
	様式一式

